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要旨

冷戦が終結した欧州において、��は統合を深化させようと模索し続けている。たとえば、それ

は経済通貨同盟の発展や機構改革をめざした基本条約改正にみることができる。これに伴う組織の

変容は加盟国に大きな影響を与える。各加盟国は統合の深化にいかに関わり、自国の利益をいかに

確保するのか、難しい選択に直面している。��の統合レベルが深化すればするほど、加盟国の主

権は浸食されることになり、そこに国民を巻き込む論争が生じる可能性が高まる。統合の深化は深

刻な国内問題に発展しかねないのである。

以上の問題意識に立ち、本稿は欧州連合条約発効後の欧州統合の深化に対して��加盟国の	つ､

デンマークがいかに対応したかを考察するものである。デンマークは ����年
月�日に欧州連

合条約批准を国民投票で否決したことに象徴されるように、欧州統合の深化に対して懐疑的な声も

強い国である。そのデンマークが欧州連合条約の大改正であるアムステルダム条約�����年��

月�日調印�の形成にいかに関わり、また ���	年�月�	日の国民投票でいかに批准に成功した

かを明らかにする。


キーワード��、欧州連合条約、アムステルダム条約、デンマーク、国民投票�
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はじめに

冷戦が終結した欧州において、���欧州共同体� ��カ国政府は欧州を安定化させるための受

け皿として欧州統合に期待し、これを深化させる道を選択した。それは、まず ����年�月�日

に締結された欧州連合条約�����年 ��月�日発効�として結実した。��は�	�欧州連合�

に発展し、経済通貨同盟��
	�、共通外交安全保障政策�����、司法内務協力������

なども新たに活動分野とした。しかし、これは最終的な到達点ではなく、通過点にすぎなかった。

それ以後も、�	は統合を深化させようと模索し続けている。たとえば、�	加盟国は欧州連合条

約の規定する手順に沿って単一通貨導入を着々と進めた。����年�月�日に経済通貨同盟第三段

階をはじめ、ユーロ導入を開始し、����年�月�日からはユーロ紙幣�硬貨を実際に市場に流通
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させはじめた。また、市場経済化の道を歩みはじめた中�東欧の国々が��に次々に加盟を申請し

た結果、��の東への拡大も日程に上った。それに備えて��内部では、政策決定の効率化など機

構改革の必要性が高まり、基本条約改正の議論が続いたのである。このように、����年代以降の

欧州統合は、常に深化を求められてきた。第二次世界大戦後の欧州統合の歴史においても、これほ

ど組織が短期間に変容を迫られたことはなかったであろう。

この組織自体の変容は組織を構成する加盟国にも大きな影響を与える。各加盟国は統合の深化に

いかに関わり、自国の利益をいかに確保するのか、難しい選択に直面したのである。��の統合レ

ベルが深化すればするほど、加盟国の主権は浸食されることになり、そこに国民を巻き込む論争が

生じる可能性が高まる。統合の深化は深刻な国内問題に発展しかねないのである。その結果、��

レベルの統合の進展は��における加盟国の存在を逆に際だたせるため、����年代以降の��を

分析する際には加盟国の動向�特に、その国内政治�にも注目する必要性が高まっている��。

以上の問題意識に立ち、本稿は欧州連合条約発効後の欧州統合の深化に対して��加盟国の�つ､

デンマークがいかに対応したかを考察するものである。デンマークは ����年�月	日に欧州連

合条約批准法案を国民投票で否決したことに象徴されるように、欧州統合の深化に対して懐疑的な

声も強い国である。また、��をめぐる問題について、国民の声が国内政治に表出しやすい政治制

度をもち、欧州統合の深化に関して議論を尽くしてきた国である	�。それゆえ、デンマークに注目

することで、欧州統合の深化と加盟国との関係を詳細に考察することができよう。

第�章では、欧州連合条約発効後のデンマーク���関係を考察する前提としてその前史を概説

し、次に欧州連合条約発効後に争点となる
つの適用除外を整理する。第	章では、欧州連合条約

の大改正であるアムステルダム条約の締結交渉におけるデンマークの対応を検討する。その際、


つの適用除外の行方に注目する。第�章では、����年�月 ��日に実施されたアムステルダム条

約をめぐる国民投票を国内政治に焦点をあて分析する。以上の事例を通じて、欧州統合の深化に対

するデンマークの対応を解明したい。デンマークでは、アムステルダム条約をめぐる国民投票をに

らんだ条約解説書、��啓蒙書は数多く出版されたが、同条約の締結交渉におけるデンマークの対

応、国民投票に関する学術的研究はこれまでのところ多くない��。

第�章 欧州連合条約とデンマーク

��� 前史

冷戦の終結を受けて、� ��カ国は組織を経済的にも政治的にも強化するため、����年 ��

月に経済通貨同盟�����と政治同盟�����に関する政府間会議����を開始し、��

年 ��月のオランダ�マーストリヒトでの欧州理事会で合意に達した。その間、デンマーク政府

	保守国民党�左翼党の右派	党連立政府�は国会決議に従い、野党の社会民主党を含む主要政党

間で合意した内容を��の交渉に反映させようとし、それにほぼ成功した。そのため、国会主要
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政党も���における最終合意の内容を評価し、支持している。���の合意は、翌 ��年�月�

日、欧州連合条約としてマーストリヒトで調印された��。

しかし、その条約批准作業はデンマークの国内政治をきっかけに大きな混乱に陥ることになった｡

同条約第�編第�条	現第 ��条
によれば、条約は全調印国の批准をもって初めて発効すること

になっていた。デンマークは、この条約の最初の批准国となるべく、早々に批准作業を開始した。

デンマーク政府は、条約の重要性に鑑み、批准のために諮問的国民投票を ����年�月�日に実

施することを決めていたが、その直前の�月 ��日に行われた国会による批准法案の投票は賛成

���、反対 ��、棄権、欠席 ��となった。そのため、現行の ����年憲法第 ��条の規定�


により、国民投票が憲法上も批准のために必要となった。しかし、同年�月�日に実施されたその

国民投票は、賛成 ��	� �、反対 ��	
 �	投票率 ��	� �
という結果になり、僅差で条約批准

法案を否決したのである��。

これ以後、デンマーク国内はもとより、��においても条約の批准が宙に浮いた形となり、混迷

が深まった。この混迷を払拭するため、フランスではミッテラン大統領が急遽同条約の批准をあえ

て国民投票に付託したが、同年�月 �� 日に行われた国民投票は賛成 ��	�� �、反対 ��	�� �

�投票率 �	� �
という結果に終わり、フランスはかろうじて批准に成功したにすぎなかった。

以後、��委員会と各加盟国政府は加盟国国民の間に広がる同条約への消極的態度を意識して、国

民の支持をいかに得るかという問題を真剣に考えはじめ、国民の不信を取り除くために��の政策

決定過程の公開や透明性の確保を重視し、さらに条約にある「補完性の原理」を強調して、��が

すべての面で権限を拡大しようとしているのではないことを明確にした。その点で、��内の「小

国」にすぎないデンマークは、欧州統合の発展の方向性に大きな影響を与えたといえよう。

デンマークの扱いに関しては、��年 ��月、イギリス�エディンバラで開催された欧州理事会

がデンマーク政府に欧州市民権、経済通貨同盟、防衛政策、司法内務協力で適用除外を認めた	エ

ディンバラ合意�。この新しい状況を受けて、デンマーク政府	��年月から社会民主党を中心と

する左派中道�党連立政府
は ��年�月 ��日、欧州連合条約とエディンバラ合意について再度

国民投票を実施した。結果は、賛成 �	
 �、反対 ��	� �	投票率 �	� �
となり、ここにデ

ンマークの欧州連合条約批准が決定された。このデンマークの批准失敗に端を発する混迷により、

欧州連合条約は当初の予定から ��カ月遅れた ��年 ��月日にようやく発効したのである��。

����つの適用除外の内容

欧州連合条約発効後のデンマーク���関係を規定したのは、エディンバラ合意であった。これ

は、｢元首あるいは政府首班の決定｣、｢欧州理事会の宣言｣、｢デンマークの一方的宣言」という�

つの文書からなる。これらにより、デンマークは欧州連合条約から�つの適用除外を得た。その内

容は、以下の通りである��。

第に、欧州市民権に関する適用除外である。すなわち、｢欧州市民権は加盟国国民に新たな権
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利と保護を与えるものであって、各国の市民権にとって代わるものではない」という原則である。

これは、欧州市民権が導入されても、デンマークが自国の市民権をこれまで通り維持することを確

認したものである。

第�に、経済通貨同盟に関する適用除外である。すなわち、｢デンマークは第三段階に参加しな

いと通知した｡……その結果、デンマークは単一通貨に参加せず、経済通貨同盟の第三段階に参加

する加盟国にのみ適用される経済政策の規則に縛られず、また通貨政策の面でも国内法と規則によ

る現行の権限�デンマーク国立銀行の通貨政策面の権限を含む�を維持する」という原則である。

これにより、��が単一通貨を導入しても、デンマークはそれに加わらず、自国の通貨クローネを

保持し、独自の経済政策、通貨政策をとることができるのである。ただし、デンマークは経済通貨

同盟第二段階までは積極的に参加し、為替レートメカニズムにも参加し続けた。

第�に、防衛政策に関する適用除外である。すなわち、｢欧州連合条約がデンマークを���

�西欧同盟�の加盟国にするものではないことを元首あるいは政府首班は留意する。従って、防衛

上の意味を有する欧州連合の決定および行動の作成、履行にデンマークは参加しない」という原則

である。欧州連合条約は、��の活動分野として共通外交安全保障政策という政府間協力を規定し､

将来的には共通防衛政策の策定も視野に入れていた。その際、西欧の軍事同盟である���との関

わりを強めることも考えられていた。それに対して、デンマークは���に加盟することはせず、

さらに��の防衛面における将来の活動にも参加しないと事前に確認したのである。デンマークは､

�	
��北大西洋条約機構�の原加盟国であり、防衛についてはこれに依存するという立場をとっ

ていた。

第に、司法内務協力に関する適用除外である。すなわち、｢デンマークは司法内務協力につい

ては欧州連合条約第�編の規定に基づいて完全に参加する」という原則である。この規定が意味す

るところは、政府間協力としての司法内務協力にデンマークは参加し、そこでは全会一致が生きて

いるということである。これにより、デンマークは司法内務面の主権を最終的に保持し、この分野

で望まない協力を��から強制されることはないとの立場をとった。この点は、｢デンマークの一

方的宣言」において「欧州連合条約の第��条�難民政策、域外国境の人の通過�管理、移民政策

などを政府間協力から��事項に移す規定�筆者�は、欧州連合理事会の全加盟国の全会一致を必

要とする｡……さらに、理事会での全会一致の決定は、効力を有する前に、各加盟国でその憲法上

の要件に従って採択されなければならない」と再確認していることからも、わかる。

なお、デンマークが望めば、｢その憲法上の要件に従って｣、つの適用除外のすべてあるいは一

部を放棄し、��の協力に参加することも可能である。

����つの適用除外の評価

つの適用除外は、欧州連合条約の批准過程においてデンマークの国民、政党の間で不人気であっ

た論点を国会主要政党�議席をもつ�政党中、進歩党を除く�政党�が「国家的妥協」の名の下に
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まとめたものをデンマーク政府が他の加盟国に受け入れさせたものである。それがエディンバラ合

意としてデンマークに対してのみ欧州連合条約から正式に除外されたため、同条約の�回目の国民

投票時にこれに反対していた社会主義人民党も�回目の国民投票時には賛成に回った。その結果、

����年の国民投票時に国会に議席を有していた�政党のうち、進歩党を除くすべての政党が条

約に賛成したことになる。なお、これらの賛成政党は、�回目の国民投票前に�つの適用除外の重

要性を国民にアピールし、条約に賛成してもらうため、適用除外をやめる際には国民投票で国民に

改めて判断を仰ぐことを約束している。そのため、有権者の間でもエディンバラ合意の内容に満足

して�回目の国民投票で条約賛成に態度を変える者も現れた。実際に賛成の比率は�回目に比べて

��� �上昇し、賛成は過半数を超えたのである。デンマークの欧州連合条約批准は、�つの適用

除外があって初めて可能になったと考えられる。これらの国民投票に関する投票行動研究によれば､

特に社会民主党支持者で態度を変えたものが多かった。��年の国民投票の際に社会民主党支持者

は欧州連合条約に対して賛成 �� �、反対 �� �であったが、��年の国民投票では賛成 	
 �、

反対 	
 �となり、賛成が増加している��。

しかし、別の見方をすれば、この�つの適用除外が認められても、��年国民投票で賛成は 	��

� �にしかならなかった。半数近くの国民は、欧州連合条約に依然として反対の意思を示したので

ある。この点は、その後のデンマーク政治に重くのしかかることになった。

デンマークでは、欧州統合に対して極めて実利的な見方が支配してきた。����年の�	加盟以

来、デンマーク国民は農業をはじめとする経済的利益の確保を�	に期待した。�	は貿易を円滑

にするための経済協力機関の�つに位置づけられていた。これは国民だけでなく各政党にも歴代政

府にも広く共有されていた。そのため、デンマークは長く�	に政治的な役割を求めることはなかっ

た。政治的には、デンマークは民主的な福祉国家を独自に発展させてきた。同時に、他の北欧諸国

との地域協力を行い、冷戦下では西側の一員として協力を推進してきたのである。以上の基本的な

�	認識は、冷戦が終結した ���
年代になっても国民の間に根強く残っていた。

しかし、�	自体は冷戦の終結した欧州で経済的役割のみならず、政治的役割も期待され、欧州

連合条約を生み出したのである。それに対して、デンマークの国会主要政党、政府は欧州の変動を

目の当たりにし、条約締結交渉で自らの希望を反映させることができたため、これを基本的に支持

した。その結果、デンマーク国民の理解を超えたところで�	が大きく発展し、国民は欧州統合の

深化に不安をもった。それが、現実に欧州連合条約への反対となって現れたのである。なお、この

統合深化への不安は、欧州連合条約賛成派にも少なからず共有されていたことも忘れてはならない

であろう。賛成派の間では、欧州統合への熱狂よりも、�	外ではやっていけないとの認識、欧州

での孤立の懸念、経済的利益の確保などを期待して、同条約を支持する声が強かったと考えられる�
�｡

以上のように、欧州連合条約の批准問題を通じて、国民と政府、主要政党との間で欧州統合の深化

をめぐり認識ギャップが鮮明となったのである。その点で、�つの適用除外はデンマークを含む加

盟諸国間の外交上の妥協であるのみならず、デンマーク国内の認識ギャップを埋める国内政治上の
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妥協でもあったのである。

第�章 アムステルダム条約締結交渉と�つの適用除外

��� アムステルダム条約締結交渉とデンマーク

����年 ��月�日に欧州連合条約が発効すると、デンマークは��の一国として活動に参加し

たが、その際、常に�つの適用除外が出発点となった。�つの適用除外は、��年から ��年の欧

州連合条約批准過程のときだけの取り決めではなかった。欧州連合条約発効後も、これらはデンマー

ク政治において重要な意味をもち続けたのである。

その背景として、�つの要因を挙げることができる。まず第�に、�つの適用除外に対して、デ

ンマーク国民が一貫して高い支持を与えたことである。デンマークの世論調査によれば、欧州市民

権、経済通貨同盟、防衛政策、司法内務協力で「留保を維持すべきであるとあなたは思いますか」

との問いに対して、��年以降も賛成がそれぞれ �� �台から �� �台を推移し、反対は賛成より

も少ない �� �台から �� �台前半を推移している��	。たとえば ��年 ��月の調査結果は表�の

通りである。これに示されるように、デンマーク国民は適用除外の維持を望んでいたのである。そ

のため、政府与党をはじめすべての政党は国民の動向に敏感に対応せざるを得なかった。

第�に、��年の国民投票の際に、適用除外をやめるときには国民投票で国民の判断を仰ぐと各

政党が公約していたことが挙げられる。政府の判断もしくは国会の決定だけで適用除外を変更する

ことは、最早できなくなっていた。それゆえ、上記の国民の動向は国民投票の可能性という点で決

定的な意味をもったのである。各政党、政府はこれを重荷と感じ、適用除外の扱いに慎重にならざ

るを得なかった。

����年�月以降、デンマーク政府は社会民主党のラスムセン党首を首班とする社会民主党�中

道民主党�急進左翼党�キリスト教国民党の左派中道�党連立政府であったが、同政権は�つの適

用除外に最大の配慮をしつつ��政策を展開した。��年に国会主要政党の支持の下に欧州連合条

約が締結されたことを考えれば、政府与党は基本的に早々に適用除外を取り下げ、全面的に��の

協力に参加したかったであろうが、それが上記の理由から困難であったため、当面は国内的に情勢

が好転するまで待つしかなかった。特に、与党で国会第�党の社会民主党は、党支持者の間で欧州

表� �つの適用除外に対する支持率

欧 州 市 民 権 経 済 通 貨 同 盟 防 衛 政 策 司 法 内 務 協 力

賛成

反対

わからない	回答なし

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

�
��

��
��

��
��

�
��

��
��

��
��

�
��

出所 ����� ���� 	
������� �� ��� ����� ����� ����� ����	
����
�
�� �	�� ����� �����
���� ���� ��������������

�������� ��� � � !�� !"�
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連合条約が強い支持を得ていない現状を考えれば、慎重にならざるを得なかった。

そうした国内状況とは別に、��では欧州連合条約の見直しが動きはじめていた。加盟国は、欧

州連合条約締結のときから内容を見直す必要性を認識し、それは「第�条および第�条に定められ

た目的に従い、修正が規定された本条約の諸規定を検討するために、加盟国の政府代表の会議が

����年に召集される」という同条約第�条第�項の規定に見出すことができる���。

デンマーク政府としては、欧州連合条約の改正に積極的になれなかった。なぜならば、これが改

正されることになれば、その改正案を憲法上の手続きに従って加盟国は批准する必要があり、その

場合、デンマークでは憲法第 ��条の規定により高い確率で国民投票が実施されることになりかね

なかったからである。その改正案が�つの適用除外の修正をもたらすとすれば、国民投票の実施は

必須であった。国民投票ということになれば、欧州連合条約の批准過程にみられたように、投票結

果は不確実であった。

そのため、デンマーク政府は��の政府間会議	
��開始前から周到に準備を重ね、
��

の論点などについて国民の理解を得ようと、広報活動を熱心に行った�	�。たとえば、外務省は���


年�月に最初の国民向け冊子『欧州のための課題』をつくり、国民に配布した���。また、デンマー

ク政府は交渉に向けての政府案を ���
年 ��月に出し、他の政党からも基本的に支持を得た。

この政府案の中で、政府はエディンバラ合意、��の拡大、経済面の協力、共通外交安全保障政策､

司法内務協力、機構改革など多くの論点を挙げ、デンマークの立場を説明している。たとえば、政

府はエディンバラ合意についてデンマークの同意なしに修正することはできず、デンマークが望む

限り維持されると主張した。また、政府は
��の主要目的を��拡大のための基礎づくりと位置

づけ、全加盟申請国と同時に加盟交渉を開始するよう説いた。デンマーク政府は、バルト諸国をは

じめとする中�東欧諸国の��加盟を冷戦終結以来主張してきており、
��を統合の深化よりも

拡大のための準備作業にしようと考えていた。しかし、その一環で政府は、��諸機関間のバラン

スや大国�小国のバランスを現行通り維持することを前提にして、理事会の決定方式を加重特定多

数決と��人口の多数というやり方に変えること、欧州議会の民主的統制を強化すること、全加盟

国から委員を選出することなどを提案し、機構改革について前向きの姿勢を示している。これらは､

拡大により ��カ国にもなる��をいかに効率的に機能させるかを考慮した結果の提案であった。

また、政府は、
��後の国民投票の実施も念頭に置き、国民にアピールする分野で自国の利益を

��に最大限反映させることも考え、雇用、環境、社会政策、消費者保護で積極的であった。共通

外交安全保障政策、司法内務協力では、政府間協力という原則を確認している�
�。


��は、実際に ����年�月から開始された。
��において、デンマーク政府は �
年 ��

月の政府案に沿った要求を展開した。政府案は、国会欧州委員会で政党の支持を得ており、政府は

この枠内で交渉する限り細かいマンデートを同委員会から受ける必要はなかった。無論、政府は従

来からの慣習通り、国会欧州委員会で自国政府や他国政府の立場を説明し、各政党の理解を得つつ

交渉を進めた。政府が国会欧州委員会から交渉マンデートを受けたのは、
��最終段階の ����
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年�月のアムステルダム欧州理事会前であった���。政府は、���交渉で、�本の条文改正案を

提出している。それは、政府案中の個別の論点を具体化したものであった。すなわち、雇用に関す

る��条約改正案�����年�月�、環境に関する提案および透明性に関する提案�同年	月�日�､

消費者保護に関する提案および不正行為との闘いに関する提案�同年 ��月 ��日�、補完性と各

国議会に関する提案�同年 ��月
日�、司法内務協力についての各国議会の役割に関する提案���

年�月 ��日�である���。

この���交渉中、デンマーク政府は国内の動向にも目を配り、国民への広報活動も熱心に展開

した。たとえば、外務省は『開かれた欧州に向かって』、『開かれた欧州に近づいて』、『開かれた欧

州』の冊子を刊行し、���の進捗状況と争点を国民にわかりやすく解説している�	�。これらは､

国民投票を想定した事前の準備と捉えることもできよう。

���交渉は、��年�月 ��－ ��日に開催されたアムステルダム欧州理事会で合意に達した｡

デンマークの提案は、新条約の合意案に反映されたのであろうか。まず拡大に備えた機構改革では､

各加盟国が自国の利益に固執したため、大きな進展はみられなかった。柔軟性の原理や共通外交安

全保障政策における建設的棄権といった新しい手続きは生まれたが、��諸機関の各国代表数ある

いは理事会の加重特定多数決票数といった根本的問題の多くは先送りされた。デンマーク政府自体

は、拡大を支持する立場から機構改革をある程度受け入れる覚悟をしていたため、この結果は必ず

しも満足できるものではなかったが、統合深化に対するデンマーク国内の消極的反応を考慮すれば､

大きな進展がなかったことは歓迎できることでもあったであろう���。その他、個別の政策分野では､

デンマーク提案が生かされたところも多かった。たとえば、雇用についてデンマーク政府は��の

雇用への取り組みを強化するため条約中に雇用という新しい編をつくるよう求めたが、これは��

条約第�編となった。また、環境についてデンマーク政府は欧州連合条約の前文に持続可能な開発

という目標を入れることや域内市場の条文で環境保護をさらに強調することなどを求めたが、これ

らの点も現実に欧州連合条約前文、��条約第 �
条�旧第 ����条�に生かされた。同様の動

きは消費者保護、社会政策でもみられる���。以上のように、デンマーク政府は���で他の��加

盟国と駆け引きを続け、アムステルダム条約に自国の主張を反映させることに成功したのである。

そのため、デンマーク政府にとって、アムステルダム条約は歓迎すべきものであった。なお、�つ

の適用除外の扱いに関しては、次節で詳しく検討する。

こうして、����年 ��月�日、��
�カ国政府���はアムステルダムで欧州連合条約を改正

するためのアムステルダム条約に調印した���。

���アムステルダム条約と�つの適用除外

アムステルダム条約により、デンマークの�つの適用除外はいかなる影響を受けたのであろうか｡

この問題について、主としてアムステルダム条約本文および「デンマークの立場に関する議定書」

の規定に基づいて検討してみよう���。
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まず第�に、欧州市民権に関する適用除外であるが、この問題についてデンマークの主張を入れ

た条文が条約に正式に明記された。その結果、適用除外が強化されたとも考えられる。つまり、ア

ムステルダム条約による改正後の��条約第��条第�項は、連合市民権の創設にふれた後、｢連

合市民権は国家の市民権を補足するものであり、それにとって代わるものではない」と明確に規定

している���。

第�に、経済通貨同盟に関する適用除外であるが、この点についてアムステルダム条約による変

更はみられない。経済通貨同盟は ����年に発効した欧州連合条約の規定に基づいて単一通貨の

導入を準備したのである。デンマークについては、エディンバラ合意の規定がそのまま存続し、デ

ンマークは経済通貨同盟の第三段階には参加しないとの立場を堅持した。

第�に、共通防衛政策に関する適用除外については、若干その内容を再確認する必要性があった｡

なぜならば、アムステルダム条約は、��の共通防衛政策についてより踏み込んだ規定を設けてい

たからである。たとえば、アムステルダム条約による改正後の欧州連合条約第��条第�項は、

｢欧州理事会は、防衛にかかわる事項を含む、共通外交安全保障政策の原則および一般的指針を策

定する」と規定している。また、同条約第��条第�項は、共通外交安全保障政策が「共同防衛に

いたる可能性のある共通防衛政策の漸進的な策定を含む」とする一方、��が	��との「より一

層緊密な制度的関係を促進する」など、	��との協力強化も明記している。さらに、同条第�項

は、��がペータースベルク任務といわれる「人道
救助任務、平和維持任務、平和創出を含む危

機管理における実戦部隊任務」にも乗り出すことも規定している。こうした共通防衛政策に関する

規定について、アムステルダム条約に付属する「デンマークの立場に関する議定書」第�条は、

｢欧州連合条約の第 ��条第�項と第 �	条の範囲において理事会が採択した措置に関し、デンマー

クは、防衛上の意味を有する連合の決定および行動の作成、履行に参加しないが、この領域におけ

る加盟国間のより緊密な協力の発展を妨げるものではない。従って、デンマークはその採択に参加

しない。デンマークは、こうした措置から生じる運営上の支出に財政的貢献を義務づけられない」

と述べ���、適用除外の存続を再確認している。

第�に、司法内務協力に関する適用除外については、アムステルダム条約に伴う大きな変更のた

めに、調整が必要になった。アムステルダム条約は、司法内務協力のうち、外国人政策、民事問題

における司法協力欧州連合条約旧第��条��－��の項目�
��を��条約に移し、刑事問

題における警察
司法協力をそのまま欧州連合条約の第�編に残したのである。これにより、外国

人政策、民事問題における司法協力はいわゆる第�の柱といわれる超国家的な��事項になり、刑

事問題における警察
司法協力は従来通り第�の柱といわれる政府間協力の事項に位置づけられた｡

その結果、政府間協力としての司法内務協力に参加するというデンマークの適用除外は、調整が必

要になった。アムステルダム条約に付属する「デンマークの立場に関する議定書」第�条から第�

条は、デンマークが��条約に移った事項に関して理事会での採択に参加せず、またその事項の規

定から拘束を受けたり、適用を受けることもなく、財政的負担を負うこともないと規定している�	�｡
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その結果、デンマークは司法内務協力では基本的に外国人政策、民事問題における司法協力には参

加できなくなり、政府間協力である刑事問題における警察�司法協力にのみ参加することになった���｡

しかし、加盟国の域外国境を通過する際、国民に査証の取得を課する第三国を決定する措置、査証

の統一形式に関する措置については、すでに ����年の欧州連合条約発効のときに��の活動と

されており、デンマークもこれには参加していたため、これまで通り参加するとの例外を同議定書

第�条は規定している���。

また、アムステルダム条約により、一部の��加盟国で行われていた政府間協力としてのシェン

ゲン協定が��の枠内に統合された。デンマークは、北欧パスポート連合���の維持を前提に他の

北欧諸国、すなわちフィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデンとともにシェンゲン

協定に参加することを決め、���	年��月に同協定に調印し、�
年�月に批准していた	｢���
年

�月 ��日付け法律第 ���号
デンマークのシェンゲン協定加入法｣����。そのため、司法内務協

力に関する適用除外とシェンゲン協定参加との関係について調整を行う必要があった。アムステル

ダム条約に付属する「シェンゲン�アキを欧州連合の枠内に統合する議定書」第�条に、デンマー

クに配慮した規定がある。すなわち、��事項とされるシェンゲン協定の該当部分に関して、デン

マークはその決定以前と同じ政府間協力としての権利と義務を他の参加国との間に有し、政府間協

力におかれるシェンゲン協定の該当部分については他の参加国と同じ権利と義務をもち続けるとさ

れている���。また、シェンゲン協定に関する将来の決定では、協力を政府間協力の事項から��事

項に移すことも想定された。それについて、｢デンマークの立場に関する議定書」第�条は、��

事項に基礎をおく提案、発議を理事会が決定してから�カ月以内に、デンマークがその国内法にお

いてこの理事会決定を履行するかを決定すると規定し、デンマークが理事会決定を履行すると決め

た場合、デンマークと他のシェンゲン協定参加国には国際法	つまり、政府間協力�に基づく義務

が生じ、デンマークが理事会決定を履行しないと決めた場合には、他の参加国は適切な措置を講ず

るよう検討するとしている���。このように、デンマークは司法内務協力に関する適用除外に基づき､

政府間協力としてのシェンゲン協定に参加するとの立場を貫いている。

最後に、｢デンマークの立場に関する議定書」第条は、デンマークが望めば、その憲法上の要

件に従って、適用除外のすべてあるいは一部を放棄することも可能であると規定し、エディンバラ

合意の文言を繰り返している。

以上のように、デンマークの�つの適用除外は、アムステルダム条約による統合の深化にも関わ

らず、すべて維持されることになったのである。

第�章 アムステルダム条約をめぐる国民投票

���国民投票キャンペーン

アムステルダム条約の批准作業は、締結後すぐに開始されることはなかった。デンマーク政府
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���年 ��月の内閣改造以後、社会民主党と急進左翼党の左派中道�党連立政府。社会民主党のラ

スムセン首相が続投し、第�次内閣を組閣�は、 ��年 ��月�日、国会開会直後の首相演説でア

ムステルダム条約をめぐり国民投票を翌年�月�	日に実施すると明らかにしたが、様々な問題に

追われ、条約の批准作業を後回しにせざるを得なかった
��。その最大の問題は、国会総選挙�任期

�年�の実施であった。����年	月 ��日以来、総選挙は行われておらず、国会の任期が �	年

	月に迫っていた。政府はいつ国会を解散し、総選挙を実施するか決断する必要があった。�	年

�月 ��日、政府は国会総選挙を�月 ��日に実施すると突然発表し、以後、選挙キャンペーンに

追われることになった。世論調査によれば、政府与党の支持率は前回選挙以来、低下傾向にあり、

政権交代すら予想された。しかし、結局、総選挙で政府与党は議席の現状維持に成功し、左派中道

�党連立政府を維持した�ラスムセン第�次内閣�。大きな変動としては、党内問題で混乱が続い

た保守国民党が ��議席から ��議席へ議席を減らし、また右翼政党の進歩党から ����年 ��月

に分離して結成され、 ����年 ��月の地方選挙で躍進した新政党、デンマーク国民党が反難民

移民を掲げ、国会でも一気に �
議席�得票率 ��� 
�を獲得した
��。キャンペーンでは、福祉国

家の質にかかわる問題�病院、保健、高齢者介護�、難民�移民、法と秩序�公共の安全、環境に

関する問題が注目を浴びた。�に関する問題は、国民投票の実施が予定されていたため、目立っ

た争点にはならなかった
��。

アムステルダム条約批准法案�正確には「デンマークの欧州共同体加入法の修正に関する法案

�欧州連合条約と欧州共同体を設立する条約と関連する法律を修正するアムステルダム条約に対す

るデンマークの批准�｣�は、����年 ��月�日に一度国会に提出され、��月 ��日の第�読会

を経て国会欧州委員会に回されたが、総選挙の関係で審議が中断したままになっていた
��。そのた

め、�	年�月 ��日に同法案は総選挙後に新たに召集された国会に外務大臣により新法案として

改めて上程された。この法案に関してすでに ��年 ��月 ��日に国会で審議をしており、また �

	年�月 �	日に諮問的国民投票を行うことが確定していたため、同法案の審議は比較的短時間に

終わった。�月�日に第�読会、同月 ��日に国会欧州委員会、同月 
�日に第�読会を通過し、

�月�日の第�読会にて投票に付された。投票結果は、賛成 ��票�社会民主党、左翼党、保守国

民党、中道民主党、急進左翼党、キリスト教国民党�、反対 ��票�社会主義人民党、デンマーク

国民党、統一リスト党、進歩党、保守国民党のフランク�ダールゴア議員�であった
	�。この投票

の結果、賛成票が憲法第 ��条の規定する国会議員の�分の�に達しなかったため、�月 �	日に

行われる国民投票が最終決定の場となった。政府や各政党は当初から国民投票を最終的な決戦の場

と位置づけていたため、選挙キャンペーンに支障はなかった。

しかし、政府は�に関して重要な裁判を抱えており、その結果をみないことには選挙キャンペー

ンをはじめることはできなかった。その裁判とは、���
年�月 �	日にデンマーク政府が欧州連

合条約、エディンバラ合意を批准するため国民投票を実施しようとした際、その前日の�月 ��日､

欧州連合条約調印を不服とするデンマーク人 ��名がラスムセン首相を憲法違反と訴えていたもの
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である。原告によれば、憲法第 ��条は一定の権限を国際機関に委譲することを認めているが、欧

州連合条約、��条約�特に、第 ���条�は特定されない権限を��に委譲することを求めてお

り、憲法に違反するとされた。訴えを受けた高等裁判所は、��年�月 ��日、原告に具体的利害

がないとして訴訟を一旦却下したが、上告後の最高裁判所は、��年�月 ��日、原告に裁判を認

める逆転判決を下した。その後、�	年�月 �	日に高等裁判所は首相を無罪とする判決を出し、

�
年	月�日には最高裁判所が改めて首相を無罪とする判決を出し、裁判はようやく終結した���｡

ただし、最高裁判所は判決において��への協力が加入法による主権委譲の枠内にあることを求め

ており、無制限でないことを確認している。

こうして、選挙キャンペーンが �
年	月初め頃からはじまることになったが、同月末から
月

初めにかけて労使対立の先鋭化による大規模なストライキがデンマーク国内で発生し、選挙キャン

ペーンは中断を余儀なくされた。ストライキは ��日間も続き、デンマークを麻痺状態に陥れ、結

局、政府の介入の末に終結した。このストライキ後に、選挙キャンペーンはようやく本格的に展開

されることになった。その点で実質的なキャンペーンは短期決戦となった。アムステルダム条約賛

成派、反対派は、それぞれの立場からアムステルダム条約の内容を分析し、国民に積極的に情報を

提供した���。

賛成派としては、政府与党の社会民主党と急進左翼党、野党では保守国民党、左翼党、キリスト

教国民党、中道民主党が挙げられる。たとえば、社会民主党のラスムセン首相は、以下の	つの理

由を挙げ、アムステルダム条約にデンマークの価値、立場がかなり反映されたと評価し、条約への

支持を訴えている。第�にアムステルダム条約は現行の条約よりも良くなっていること、第�に中�

東欧への拡大により欧州全体の平和と民主主義を確保する最善の保証となっていること、第に欧

州社会最大の問題である失業に全��諸国が積極的に取り組むよう義務づけたこと、第	に環境、

消費者保護への配慮を強めたことである。同時に、社会民主党はアムステルダム条約において	つ

の適用除外が維持された点も高く評価している���。��協力に最も熱心な左翼党も、基本的に社会

民主党と同様の議論を展開している。アムステルダム条約が��拡大のカギであり、公開、民主的

統制などの確保、国際犯罪、密入国、テロ対策、環境保護などの点で現行条約よりも良いと主張し､

デンマーク人が国民投票で反対に投票すると、��拡大が遅れ、デンマークは��から追い出され

ることになると警告した。条約で	つの適用除外が維持されたことについては、左翼党は不満を表

明し、適用除外を放棄することを求めたが、それは将来の別の国民投票で行うとしている。その他

の賛成政党も、以上の�政党と同様に、アムステルダム条約を批准し、��に参加し続けることが

デンマークの利益にかなっていると主張し、国民投票での賛成を求めた。

それに対して、反対派の政党としては左右両翼に位置する政党が挙げられる。すなわち、右翼の

デンマーク国民党と進歩党、左翼の統一リスト党であった。デンマーク国民党は反移民�難民を強

調するナショナリストの政党であったが、��問題に関しては独立国としての地位にこだわった。

そのため、まず司法内務協力を問題視した。デンマークは国境規制や難民政策などで共通の��規
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則をつくろうとするシェンゲン協定に参加すべきではなく、隣国との国境規制を保持するかは自国

が自由に決めるべきであると主張した。また、独自の外交や国防政策を危うくする��の共通外交

安全保障政策や共同防衛にも反対した。このように、デンマーク国民党は国民投票でアムステルダ

ム条約に反対することを国民に求めたのである。欧州連合条約締結交渉以来、一貫して��に反対

を続けてきた進歩党も、デンマーク国民党と同様に司法内務協力、シェンゲン協定に反対の立場を

とるとともに、結党以来の反中央集権主義、反官僚主義の主張を強め、��による税金の浪費を批

判し、��が誤った方向に進んでいるのをやめさせるためにアムステルダム条約に反対することを

訴えた。国会で最も左翼に位置する小政党、統一リスト党は、����年に国会に議席を得て以来、

��が閉鎖的な要塞欧州をつくることを批判し、アムステルダム条約に対しても移民政策、��警

察、シェンゲン協定、国境規制、外交政策、軍事行動で��と欧州委員会の官僚にさらに大きな権

限を与えることから反対した。また、同党は、同条約が環境、雇用について規定していることにつ

いても具体的な進展がみられないと批判している。

その他、反対派として ��年、��年の国民投票時と同様に草の根の反��グループ、���連

合反対運動�������������	�
 ��� ���
��
�
�、�月運動���
��������	�
�もあった。草の

根グループは、国会には議席を有していないものの、欧州議会選挙では ����年の第	回直接選

挙以来、一貫して反��の議員を当選させている。アムステルダム条約については、これにより統

合がさらに進むことを批判し、熱心な反対運動を展開した。

以上の賛成派、反対派の中間には左翼の社会主義人民党があった。同党は、アムステルダム条約

に対して公式的には反対したが、党内は分裂していた。同党は、前述の通り、����年の国民投票

のときには欧州連合条約に反対したが、��年に実施された
回目の国民投票のときにはエディン

バラ合意により賛成に回った。しかし、この党執行部の政策転換は ��年の国民投票で同党支持者

から十分な支持を得ることができなかった。たとえば、��年、��年国民投票の投票行動研究に

よれば、同党支持者は欧州連合条約に対して ��年に賛成��、反対 �� �、��年には賛成 ��

�、反対 	� �という結果を示し���、圧倒的に��に批判的であった。長年、欧州統合に否定的な

立場をとってきた政党だけに、党支持者は党執行部の政策転換にすぐに適応することはできなかっ

たのである。そのため、欧州連合条約発効後、党内では対��政策について見直しの議論が起こり､

徐々に��に対して慎重な路線が強まることになった。その結果、ニールセン党首と党員の多くは

アムステルダム条約に対して反対の立場を鮮明にした。反対の理由としては、これにより欧州が分

断され、中�東欧諸国の加盟の妨げになること、また司法内務協力などで連合が強まることを挙げ

ている。そのため、同党は国民投票で条約を否決し、再交渉することを求めた。しかし、同党の国

会議員グループには、��年の党執行部の政策転換を支持し続け、アムステルダム条約についても

つの適用除外が維持されたことから賛成を表明する者もいた。

以上の賛成派、反対派の選挙キャンペーンを受けて、国民もアムステルダム条約に対して態度を

鮮明にしていった。��年�月以来、｢もし明日アムステルダム条約に関して国民投票があれば、
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あなたはいかなる投票をしますか」との世論調査が様々な調査機関により行われたが、わからない

の比率は徐々に下がるとともに、賛成が一貫して反対を上回っていた。アムステルダム条約が調印

された ��年 ��月以降、賛成は �� �から �� �の間にあり、反対は �� �前後を推移している｡

��年�月には、賛成 �� �、反対 �� �であった��	。この傾向は、�月になっても変わらず、投

票直前の�月 
� 日のギャラップ社による世論調査では、賛成 �� �、反対 �� �、わからない

�� �であった��	。また、別の世論調査機関、ヴィルストルップ社の�月 
�－
�日の調査では、

賛成 �� �、反対 �� �、わからない 
� �であった��	。このように、選挙キャンペーン中、賛成

派が常にリードし、投票日を迎えたのである。

���国民投票結果

�月 
�日の投票の結果は、投票率 ���
 �、賛成 ���� �、反対 ���� �となり��	、ここにア

ムステルダム条約は批准された。投票率はこれまでの欧州統合絡みの国民投票と比べてやや低く、

前回 ��年よりも �� �低下している。賛成、反対の比率は前回 ��年の比率とほぼ同じである。

地域別でみると、デンマークの��支持率の伝統的傾向である西高東低が今回もみられる�表�､

表	参照	。すなわち、東のコペンハーゲン地域は大都市部であり、��に対して概して懐疑的で

あるのに対し、西に向かい農業地域になるほど、賛成が増えるのである。特に、ユトランド半島は

表� ����年国民投票結果
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��加盟以来、農業地域として共通農業政策の恩恵を受けてきたことから、デンマーク国内で最も

��を支持する地域である。しかし、東西間の差はこれまでの国民投票に比べ最も小さくなり、コ

ペンハーゲン中心部とユトランド半島との平均賛成比率の差は ���を切っている。その背景には､

欧州連合条約、アムステルダム条約にみられるように、��が経済統合のみならず政治統合も視野

に入れはじめたことに対して、地域に関わらずデンマーク国民の多くが懐疑的であったことを挙げ

ることができよう。また、ユトランド半島において特に南ユトランドで賛成が伸び悩んだが、その

理由としては、シェンゲン協定によりドイツ国境を開放することに対する不安が同地域の住民の間

で強かったことが挙げられる���。

投票行動研究に基づいて男女差をみると、男性で賛成 �� �、女性で賛成 �� �となり、男性の

方に賛成が多い。これは、��問題に関する全般的な傾向と一致する。その理由としては、男性で

は民間企業で働く者が多いのに対して、女性では福祉関連の公共部門で働く者が多いことが考えら

れる。しかし、ここでも以前の国民投票に比べると、差は縮小する傾向にある���。年齢別では、	

�代から ��代で賛成が他の世代に比べ少ない傾向にある。また、教育に関しては、高い教育を受

けた者に賛成の比率が高い傾向が明確になってきた。

政党支持別では、デンマーク国民党、社会主義人民党支持者に反対の比率が高く�それぞれ反対

の比率は �� �、�� ��、政党の公式路線とも一致する結果である。それに対して、社会民主党支

持者では、党執行部が賛成を強く訴えたのに対して、賛成の比率は �� �にすぎなかった�
�。しか

表� ����年、��年、��年、��年、��年国民投票結果比較
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欧州統合の深化とデンマーク

し、��年、��年の国民投票での社会民主党支持者の動向を考えると、党としては前進といえる

かもしれない。

賛成派が勝利した理由としては、��の政府間会議の交渉でデンマークが�つの適用除外を維持

することに成功したことがある。その結果、デンマークは基本的にアムステルダム条約により新し

い義務を負わされる心配がなくなった。まさに現状維持路線が勝利を生んだといえよう。

おわりに

以上、アムステルダム条約に対するデンマークの対応を紹介してきた。アムステルダム条約は、

加盟国間の調整に苦労した結果、欧州統合の深化という点で画期的な進展をみせたとは必ずしもい

えない。特に、��の東への拡大に備えた抜本的な機構改革は先送りされた。機構改革は加盟国の

利害と直結する問題であり、また拡大まで時間的余裕があったことから、���で加盟国は結論を

出せなかった。しかし、加盟国はできるところで着実に基本条約の改正を行い、統合を前進させた

ことは確かであろう。司法内務協力、共通外交安全保障政策、防衛政策などでは進展がみられる。

それに対してデンマークはいかに関わったのであろうか。デンマーク政府は���で雇用、環境､

消費者保護などデンマーク好みの政策をアムステルダム条約に組み込むことに成功する一方、�つ

の適用除外についてはこれを維持した。また、アムステルダム条約をめぐる国民投票では勝利を得

て、条約を批准した。それゆえ、デンマーク政府は外交上、国内政治上の厳しい立場からすれば、

満足のいく結果を得たといえよう。しかし、問題がないわけではない。�つの適用除外が対象とす

る分野、すなわち欧州市民権、経済通貨同盟、防衛政策、司法内務協力は、��にとって将来の経

済的、政治的役割を考える上で極めて重要な活動分野である。これらは�	世紀の欧州統合の根幹

をなすものといっても過言ではないだろう。デンマーク政府はそれらにいかに関わるかを今回決断

せず、先送りしたのである。国内的に根強い反対があったため、適用除外を撤廃することは時機尚

早であると、政府は判断したのである。今後も��がこれらの分野で統合を深化させ続けると、デ

ンマークとの差は拡大するばかりである。それに対する危機感は、政府、国会主要政党などいわゆ

るエリートの間で高まっていくであろう。政府、国会主要政党は、中
長期的には適用除外を撤廃

し、��の協力に積極的に参加する必要性を痛切に感じている。そのため、政府、国会主要政党が

いかに国民との認識ギャップを克服し、�つの適用除外の問題に決着をつけるのか、その推移を�

�の発展との関連で見守る必要がある。

�よしたけ のぶひこ
高崎経済大学地域政策学部助教授�
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吉 武 信 彦

拙稿「��と加盟国の国内政治�デンマーク���関係を事例として�｣�『国際政治』第 ���号、����年

��月���－��頁。

同上、��－��頁。

学術的研究として、たとえば以下を参照されたい。������� �	
	��	���	����� 
�	 ��� ���� �� 
�	

��
��	 �� 
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��� �����

�
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�	���� ����� ���	��$	% ����� ��
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��� �� 
�	 �����	� ������
�	��

���0#邦訳については、たとえば以下を参照。金丸輝男編『��とは何か�欧州同盟の解説と条約�』�日本

貿易振興会、�		�年
。条文の引用では、邦訳を修正した。

憲法第 ��条によれば、主権の一部を国際機関に委譲する場合、国会の�分の	�つまり、��	議席中 ���

議席�の賛成を必要とする。また、それには満たないものの、国会の多数の賛成が得られたときには、憲法

第 ��条による国民投票で最終的に決めることができる。詳細は、拙稿「デンマークの国民投票�住民投票制

度と��問題｣�『高崎経済大学論集』第 ��巻第
��合併号、�		�年 ��月����－���頁を参照。

拙稿「マーストリヒト条約とデンマーク� �		�年�月�日の国民投票を中心として�｣�『日本��学会年

報』第 ��号、�		�年 ��月
。

拙稿「マーストリヒト条約�エディンバラ合意とデンマーク� �		� 年	月 �� 日の国民投票を中心として

�｣�『法学研究』�慶應義塾大学�第 ��巻第号、�		�年月
。

同上、��－�� 頁｡ ��
��� �� ��
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 ��	��
�� ��!!�����
�� �

31'� 3� �	/	�-	� ���0� ��# ��1#

4��	 5��	� ����	 56	��� �$ .�	 (��$����� �
� �
" 
� �
#� �����% �����$	
 ����
�/�� ���0� �# 2��20#

4��	 5��	� ����	 56	��� �$ .�	 (��$����� �	� 
� �
# �� 
� #�� �����% �����$	
 ����
�/�� ���1� �# �7�#

$��%#� �# �32��3�#

56	� &�$	 �����
	�	 �$ .�	 8� 6	� �	�#� ���$��& ����' ����� �%
�	���������� %���!
�������(
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�
� ����� �# 23��23�#なお、�		� 年頃になると、つの適用除

外とも賛成、反対が接近し、反対が賛成を上回ることもあった。

�	
��� �� ��	��
�� ������ �# �3'#金丸編、前掲『��とは何か』、���頁。

���交渉前、交渉中のデンマークの政策について、詳細は以下を参照されたい。�	
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提案は、デンマーク外務省から国会欧州委員会への提出資料にある。���
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�		�年
月
日にオーストリア、フィンランド、スウェーデンが加盟し、��加盟国は ��カ国となった。
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欧州統合の深化とデンマーク

������ �� 	
������
� ��������	
� ���� �	 ������ ������������ � ��� ��	����� ������������ ����� 邦訳

については、たとえば以下を参照。金丸輝男編『��アムステルダム条約�自由�安全�公正な社会をめざし

て�』�日本貿易振興会、����年�。条文の引用では、邦訳を修正した。

�つの適用除外に対するアムステルダム条約の影響については、以下の�つの報告書が詳しい。前者は、デン

マーク外務省の��担当部局がアムステルダム条約を解説した報告書である。後者は、国会欧州委員会が

����年�月にデンマーク国際問題研究所に�つの適用除外分野における��の発展について依頼した調査の

報告書である。������ ������	 � !�	��
� "��	�� #�	�� $	���� ����� �� ��� ������ �� 	
������
�

�������
��� ������	 � !�	��
� "��	�� � ������	 ����� ��� %&�%'� ����( )*��	�
��������( +��������

����������� � �� ����� ���� �� �� �
������ ��� �� �
������ �� �� ������ ���������� ,������-�� ����( )*��	�
�����.

���( +�������� &///� (������ �� その他、デンマーク外務省が国民投票を念頭において国民にアムステルダム条

約の内容を紹介した広報冊子シリーズの	冊に同条約と�つの適用除外についてまとめたものがある。

)*��	�
��������	���� 	
������
���������� �� ���
��� � �� ������ ���������� ,������-�� )*��	�
��������	����

��	��	 ���0�

������ �� 	
������
� ��&��金丸編、前掲『��アムステルダム条約』、��頁。

��	������ �� ��� �������� � �����	(�	 ������ �� 	
������
� ���/&�金丸編、前掲『��アムステルダム条約』､

���頁。

欧州連合条約旧第 
 	条は以下の�つの協力分野を挙げているが、その�	
から��
がここでは該当する｡

�	
難民政策、��
加盟国の域外国境の人の通過およびその管理に関する規則、��
移民政策および第�国

国民に関する政策��
入国および加盟国領域内の第�国国民の移動についての条件、��
家族の呼び寄せ､

就業を含む、加盟国領域内における第�国国民の居住についての条件、��
加盟国領域内における第�国国民

の無許可の移民、居住、労働との闘い�、��
�－�に入らない麻薬常習との闘い、��
�－�に入らない国際

的規模の不正行為との闘い、��
民事問題における司法協力、��
刑事問題における司法協力、��
税関協

力、��
欧州警察機構���	����
内における情報交換のための全連合的体制の組織との関連における、必要

ならば税関協力の一定の側面を含む、テロリズム、違法な麻薬取り引き、その他の重大な形態の国際犯罪の防

止およびそれらとの闘いを目的とした警察協力������� �� �������� ������ ����1���1&� 金丸編、前掲『��と

は何か』、���頁�。また、��
税関協力の一部も��条約�第 ��編第 ���条
に移った。

��	������ �� ��� �������� � �����	(�	 ������ �� 	
������
� ����/���/&� 金丸編、前掲『��アムステルダ

ム条約』、���－���頁。

アムステルダム条約により改正された欧州連合条約第 �条�旧第� �条
によれば、刑事問題における警

察�司法協力も理事会の全会一致で��事項に移すことができる。それに対して、デンマーク政府は、アムス

テルダム条約に関連した政府間会議の宣言「欧州連合条約第� �条に関するデンマークの宣言」において、

理事会における全加盟国による全会一致、各国における憲法上の手続きによる承認の必要性を強調するととも

に、デンマークの場合、国会の�分の�の多数による賛成、あるいは国会の過半数による賛成と国民投票での

過半数による賛成が必要になると確認している�������	����� � �����	( �� "	����� ,��% � ��� 2	��� ��

��	����� )�����	 ������ �� 	
������
� �� �%1��。

��	������ �� ��� �������� � �����	(�	 ������ �� 	
������
� �� �/&� 金丸編、前掲『��アムステルダム条

約』、���頁。

北欧パスポート連合は、北欧�カ国から構成される北欧会議の成果の	つであり、北欧域内でパスポート�コ

ントロールを廃止するという協力である。これにより、���年から北欧人は北欧域内国境を通過する際、パ

スポートを提示する必要がなくなり、����年からは非北欧人に対しても北欧域内のパスポート�コントロー

ルは廃止された。なお、アイスランドは ����年に参加した。これは、シェンゲン協定の内容を �年も先取

りした試みであった。詳しくは、以下を参照。!	���3 4��*�� ����������� �� ���  ����! ���������" 	!�����
����

��� #����!���� 5���(����� "��6-��� 7 4�(���� +���	��������� ��0�� ��� �00��0��

様々な準備を経て、����年�月 ��日、デンマークは他の北欧諸国とともに実際にシェンゲン協定に参加し

た。その結果、��加盟国で同協定に参加していないのは、アイルランド、イギリスだけとなった

�!��(����
��� �)���� ����
��!	� ��-�
���
��* �	 ��	����	 � �)� !	� 5����
�� ��� "����	*������

$����� �	� �1 � *�� &0� ��������	 ����� ��*���	�� *�� �� 8����	 &//�� �� 9��� !��(����
��� �)���� ����
�

%�� ���
�� �� ���� �
 %!������� ,������-�� !��(����
��� �)���� ����
� :&//�;�。

��	������ ����
	����
 ��� 5����
�� ��6��� ���� ��� 	���<�	( � ��� ��	����� )������ ������ ��

	
������
� ����1��%�金丸編、前掲『��アムステルダム条約』、���頁。
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吉 武 信 彦

��������� �� ��	 
������� � �	������������� �� 	
������
� 
�����金丸編、前掲『��アムステルダム条約』､

���頁。

����	����	�� ����������������� ����������� �������������� ��������� ��� ��������� ����国民投票キャンペーン開始

以前の状況については、以下が詳しい。�	�	��	��� �	 ������ !		�	�"#� �� ��	  �	��$ � %���	�"����

�� &	#���� ��" '�#���(	� 	"��� ������ ������ ������ �������� ����� 

� ��������

���������� ����� ������� ��� ��� 
���� ����� ��)	���*�+ ����	����	�� ����� �� ��������

&��� ,���	� -�	��	��� �	 ������ .�	����� ������  ����������� ���������  �!����� /������ -���� ����� 

�

������ ,���	� .������� �	 ������ '���� ���� �������	����$ .�	�������"��������  �!����� /��� ��� -����

'���� ����� 

� �����0��

＜���
+11222����	����	��"�1�������1�����1��*������ �*	�����������13�����＞�

����	����	������������������� ����������� �������������� ��������� ��� ��������� �� ���4� なお、社会主義人民党

の�名の議員は法案に賛成したかったが、誤って投票できなかったと国会に通知している。

�&�5	��	�	�� "�� � 6� �
��� ���� � 7�#�"��*����	�� &�5	��	�	�� )	��������	� ��� "���	���� 8�����	��	�

�� 9�*	� �	"�� �#�$�%& ����� ���������� ���������� "	� �� �
��� ����� :��5� &�	���� �	 ������ '���������

,#"�	�	���� "!��'��� (�) *����)� /����0� -���� �	)#��$ �����

各政党、団体の立場は、選挙キャンペーン中に有権者に無料配布された以下のパンフレットに簡潔に整理されて

おり、注で明記しない限りこれより引用。�����	���	����� ��� ��5 ������ 	� ��"���� ��� ��5�#��	�	� �

.#��
����������	�� �*�� "!��'�� :�)	���*�+ !�"	� �� .#��
���� �������� �����
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付記 本稿は、平成 	
年度高崎経済大学特別研究奨励金「���欧州連合�の機構改革と政策決定過程の変容｣

による研究成果の一部をなすものである。多くの方々から貴重な御支援、御助言を賜った。記して感謝申し上げ

ます。
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